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議案第２７号  

 

 

    

   財産の無償貸付について（飛騨市東町コミュニティーセンター敷地）  

 

 

 

次のとおり財産を無償貸付する。  

 

 

      

     令和５年２月２８日提出 

 

 

                       飛騨市長  都 竹  淳 也 

 

 

１ 財産の種類     土地  

 

２ 所在及び数量    飛騨市神岡町東町３２５番地１ほか１５筆  

宅地  ９７２．７７平方メートル  

 

３ 貸付の相手方    飛騨市神岡町―――――――  

            東町区   

区長 十松 昭英  

 

４ 貸付の理由     地域活動の活性化を図るため、東町区へ飛騨市東町

コミュニティーセンターを無償譲渡することに合わ

せて、同施設敷地を同相手方へ無償貸付する。  
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５ 貸付の期間     令和５年４月１日から５年間とする。ただし、市又  

は貸付の相手方が、貸付期間の満了の日の６月前ま  

でに更新をしない旨の通知を行わない場合は、更に  

１年間貸付期間を延長するものとし、その後の期間  

満了についても、同様とする。  

 

貸付財産の表示                       （単位：㎡） 

所在 面積  

（全体）  

面積  

（市所有）  

面積  

（無償貸付） 

飛騨市神岡町東町字上八町３２５番地１ ３８９.７５ ２０４.２３ １８５.５２ 

飛騨市神岡町東町字上八町３２５番地７ １０４.８１ ５４.９２ ４９.８９ 

飛騨市神岡町東町字上八町３２６番地５ ３３.０５ １７.３２ １５.７３ 

飛騨市神岡町東町字上八町３２８番地１ ４７９.００ ２５１.００ ２２８.００ 

飛騨市神岡町東町字上八町３２８番地３ ２６.００ １３.６２ １２.３８ 

飛騨市神岡町東町字上八町３２８番地５ ２６.５５ １３.９１ １２.６４ 

飛騨市神岡町東町字上八町３２９番地１ １７５.００ ９１.７０ ８３.３０ 

飛騨市神岡町東町字上八町３２９番地４ ４６.０６ ２４.１３ ２１.９３ 

飛騨市神岡町東町字上八町３３０番地１ １９１.００ １００.０８ ９０.９２ 

飛騨市神岡町東町字上八町３３０番地４ ６０.９８ ３１.９５ ２９.０３ 

飛騨市神岡町東町字上八町３３１番地２ ２９.７５ １５.５９ １４.１６ 

飛騨市神岡町東町字上八町３３１番地３ ３２.７２ １７.１５ １５.５７ 

飛騨市神岡町東町字上八町３３１番地８ ４.２３ ２.２２ ２.０１ 

飛騨市神岡町東町字上八町３３２番地１ ３５３.００ １８４.９７ １６８.０３ 

飛騨市神岡町東町字上八町３３２番地２ ７７.５２ ４０.６２ ３６.９０ 

飛騨市神岡町東町字上八町３３２番地５ １４.２１ ７.４５ ６.７６ 

計 ２０４３.６３ １０７０.８６ ９７２.７７ 

 

 

 


